
相
談

日
曜
納
税
相
談

日
4
月
12
日
㊐
午
前
10
時
〜
午
後

3
時
所
市
役
所
本
庁
舎
1
階（
税

務
課
収
税
係
）内
納
税（
市
税
）の

相
談
問
税
務
課
☎
23
－
1
1
1
8

健
康
増
進
課
か
ら

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
相
談

日
4
月
9
日
㊍
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
30
分
※
1
人
45
分
程
度
内
心

の
悩
み
や
認
知
症
の
相
談
◆
相
談

＝
精
神
科
医
師
・
高
石
俊し
ゅ
ん

一い
ち
さ
ん

こ
こ
ろ
の
相
談
室

日
4
月
10
日
㊎
午
後
1
時
〜
4
時

30
分
※
1
人
1
時
間
程
度
内
こ
こ

ろ
の
悩
み
を
市
の
臨
床
心
理
士
や

保
健
師
に
相
談【
共
通
事
項
】所
立

野
庁
舎
対
本
人
や
家
族
な
ど
他
申

込
み
必
要
。
個
人
の
秘
密
は
厳
守

申
問
健
康
増
進
課
☎
24
－
1
1
2 

7福
祉
の
お
仕
事
相
談
窓
口

日
毎
月
第
2
、
4
㊌
午
後
1
時
〜

4
時（
㊗
を
除
く
）所
豊
岡
市
社
会

福
祉
協
議
会
本
所
内
よ
り
き
め
細

や
か
な
求
職
者
等
へ
の
対
応
を
図

り
、
多
様
な
人
材
参
入
を
促
進
す

る
た
め
の
福
祉
の
仕
事
探
し
を
サ

ポ
ー
ト
問
兵
庫
県
社
会
福
祉
協
議

会
兵
庫
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
☎

0
7
8
－
2
7
1
－
3
8
8
1

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る「
不
動
産

鑑
定
評
価
の
日
」無
料
相
談
会

日
4
月
24
日
㊎
午
後
1
時
30
分

〜
4
時
30
分
※
1
人
30
分
程
度
所

豊
岡
稽
古
堂
交
流
室
1
‐
1
内
不

動
産
の
価
格
・
賃
料
の
相
談
申
前

日
の
午
後
5
時
ま
で
に
問
に
電
話

問
兵
庫
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会
☎

0
7
8
－
3
2
5
－
1
0
2
3

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

日
4
月
18
日
㊏
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活

動
室
B
内
土
地
建
物
登
記
・
土
地

境
界
の
相
談
申
前
日
の
午
後
5
時

ま
で
に
問
に
電
話
問
兵
庫
県
土
地

家
屋
調
査
士
会
但
馬
支
部
☎
23
－

3
8
6
0

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
4
月
18
日
㊏
午
後
1
時
〜
4
時

所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活
動
室

A
内
相
続
・
登
記
・
多
重
債
務
・

消
費
者
問
題
・
成
年
後
見
な
ど
の

相
談
申
2
日
前
の
午
後
5
時
ま
で

に
問
に
電
話
問
兵
庫
県
司
法
書
士

会
但
馬
支
部
☎
23
－
8
0
1
1

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
4
月
18
日
㊏
午
後
1
時
30
分

〜
4
時（
午
後
3
時
30
分
受
付
終

了
）所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活

動
室
C
内
遺
言
・
相
続
の
相
談
他

予
約
不
要
問
兵
庫
県
行
政
書
士
会

但
馬
支
部
☎
0
7
9
－
6
6
2
－

3
1
2
6

そ
の
他

４
月
１
日
か
ら
公
園
敷
地
内
は

全
て
禁
煙
に
な
り
ま
す

　

4
月
1
日
に
兵
庫
県「
受
動
喫

煙
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
」改

正
条
例
が
全
部
施
行
さ
れ
ま
す
。

受
動
喫
煙
を
防
止
し
、
健
康
で

快
適
な
生
活
の
維
持
を
図
る
た
め
、

市
内
公
園
の
敷
地
内
は
全
て
禁
煙

に
な
り
ま
す
。

問
都
市
整
備
課
☎
23
－
1
7
1
2

ぼ
ん
ぼ
り
を
点
灯
し
ま
す

日
4
月
上
旬（
4
月
1
日
㊌
〜
14

日
㊋
）※
桜
の
開
花
状
況
で
変
更

あ
り
所
神
武
山
公
園
、
中
央
公
園

他
公
園
内
に
ご
み
箱
は
あ
り
ま
せ

ん
。
後
片
付
け
は
各
自
が
責
任
を

持
っ
て
行
い
ま
し
ょ
う
▽
神
武
山

公
園
に
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
問

都
市
整
備
課
☎
23
－
1
7
1
2

固
定
資
産
の
価
格
等
の
縦
覧

日
4
月
1
日
㊌
〜
30
日
㊍
午
前

8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
※
㊏

㊐
㊗
を
除
く
内
2
0
2
0
年
度
の

固
定
資
産
の
縦
覧
▽
土
地
：
地
番
、

地
目
、地
積
、評
価
額
▽
家
屋
：
所

在
、家
屋
番
号
、用
途
、構
造
、建
築

年
、床
面
積
、評
価
額
対
土
地
の
縦

覧
：
土
地
の
納
税
者
▽
家
屋
の
縦

覧
：
家
屋
の
納
税
者
※
納
税
管
理

人
ま
た
は
代
理
人
も
可
持
運
転
免

許
証
な
ど
本
人
を
確
認
で
き
る
も

の
※
代
理
人
ま
た
は
法
人
の
場
合

は
、納
税
者
の
委
任
状
を
持
参
他
縦

覧
と
は
納
税
者
が
所
有
す
る
土
地

や
家
屋
の
評
価
額
と
、
他
の
土
地

や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
す
る
こ

と
で
、
評
価
額
が
適
正
か
ど
う
か

を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
所
問
税

務
課
資
産
税
係
☎
21
－
9
0
4
6

ま
た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課

交
通
災
害
共
済
の
終
了

　

交
通
災
害
共
済
は
3
月
31
日
で

終
了
し
ま
す
。2
0
2
0
年
度
以

降
の
募
集（
自
動
継
続
）は
あ
り
ま

せ
ん
。
見
舞
金
の
請
求
は
事
故
発

生
日
の
翌
日
か
ら
2
年
以
内（
治

療
期
間
は
事
故
発
生
か
ら
1
年
以

内
の
も
の
）で
す
。

問
生
活
環
境
課
☎
21
－
9
1
2
2
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ニ
ュ
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ス
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岡

10〜22

く
ら
し
の
情
報
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34〜35

城
崎
温
泉
外
湯
入
浴
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

の
Ｗ
ｅ
ｂ
申
請
を
開
始
し
ま
し
た

内
城
崎
温
泉
の
外
湯
入
浴
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド（
プ
リ
ペ
イ
ド
式
）を
W
e
b

で
発
行
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
利
用
で
、

豊
岡
市
民
は
大
人
3
5
0
円
、
子

ど
も
1
8
0
円
で
入
浴
可
申
左
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
発
行
申
請
し
て
く

だ
さ
い
他
W
e
b
で
発
行
申
請
で

き
る
の
は
初
回
の
み
。
再
発
行
は

城
崎
温
泉
課
窓
口
の
み

可
問
城
崎
温
泉
課
☎
32

－
0
1
1
7

地
籍
調
査
成
果
の
登
記
完
了

　

次
の
区
域
が
、
地
籍
調
査
成
果

に
基
づ
く
登
記
の
書
き
換
え
を
完

了
し
ま
し
た
。

竹
野
町
小
城　

野
辺
山
、
ヨ
ロ
ズ

山
、
※
ワ
ナ
ミ（
太
字
は
大
字
名
、

※
は
小
字
の
一
部
）

問
地
籍
調
査
課
☎
21
－
9
0
6
4

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

対
20
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば
原
則

誰
で
も
※
公
売
保
証
金
の
納
付
が

必
要（
公
売
保
証
金
不
要
物
件
を

除
く
）◆
公
売
方
法
＝
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
競
り
売
り
◆
参
加
申

込
期
間
＝
4
月
10
日
㊎
午
後
1
時

〜
28
日
㊋
午
後
11
時
◆
競
り
売
り

期
間
＝
5
月
8
日
㊎
午
後
1
時
〜

10
日
㊐
午
後
11
時
◆
代
金
納
付
期

限
＝
5
月
18
日
㊊
午
後
3
時
◆
公

売
物
件
＝
書
画
な
ど
15
点（
予
定
）

申
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
参
加

（
4
月
10
日
㊎
公
開
予
定
）他
下
見

を
希
望
す
る
方
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
▽
次
の
サ
イ
ト
で
売

却
情
報
を
提
供
▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
▽
ヤ
フ
ー
㈱
官
公
庁
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
問
税
務
課
☎
23
－
1
1
1
8

稲
葉
川
土
地
区
画
整
理
事
業
計

画
・
換
地
計
画
書（
案
）の
縦
覧

稲
葉
川
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

業
計
画
変
更
の
縦
覧

日
換
地
処
分
公
告
の
日
ま
で
の
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

稲
葉
川
土
地
区
画
整
理
事
業
換
地

計
画
書（
案
）の
縦
覧

日
4
月
3
日
㊎
〜
16
日
㊍
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分【
共
通

事
項
】対
利
害
関
係
者
他
対
象
者

は
縦
覧
期
間
内
に
意
見
書
の
提
出

可
所
問
稲
葉
川
区
画
整
理
推
進
室

（
本
庁
舎
5
階
）☎
23
－
1
7
1
2

特
別
弔
慰
金
の
支
給

内
基
準
日（
4
月
1
日
）時
点
で
、

「
公
務
扶
助
料
」や「
遺
族
年
金
」

等
の
受
給
権
者
が
い
な
い
場
合
に
、

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て
額

面
25
万
円
、
5
年
償
還
の
記
名
国

債
を
支
給
対
次
の
順
番
に
よ
る
先

順
位
の
戦
没
者
等
の
遺
族
一
人
❶

「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
」に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を

取
得
し
た
方
❷
戦
没
者
等
の
子
❸

戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父

母
④
兄
弟
姉
妹
❹
❶
〜
❸
以
外
の

戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親
族
申

4
月
1
日
㊌
〜
2
0
2
3
年
3
月

31
日
に
社
会
福
祉
課（
立
野
庁
舎
）

で
手
続
き
他
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

問
社
会
福
祉
課
☎
24
－
7
0
3
2

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
の
駆
除
に

協
力
し
て
く
だ
さ
い

　

オ
オ
キ
ン
ケ
イ

ギ
ク
は
北
ア
メ
リ

カ
原
産
の
特
定
外

来
生
物
で
、
5
〜

7
月
に
か
け
て
開

花
し
ま
す
。

　

河
原
や
道
路
沿
い
で
よ
く
見
ら

れ
る
花
で
す
が
、
繁
殖
力
が
非
常

に
強
く
、
生
態
系
に
重
要
な
影
響

を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
植
物
な
の

で
、
自
宅
な
ど
で
発
見
し
た
場
合

は
、
次
の
と
お
り
駆
除
し
て
く
だ

さ
い
。
①
根
ご
と
抜
き
取
る
②
袋

に
入
れ
て
、
天
日
で
さ
ら
し
、
枯

死
さ
せ
る（
生
き
た
ま
ま
運
搬
す

る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
）③
各
自
治
体
の
ご
み
分
別

方
法
に
従
っ
て
処
分

問
但
馬
県
民
局
地
域
政
策
室
☎
26

－
3
6
5
1

公
立
豊
岡
病
院
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

所
公
立
豊
岡
病
院
他
1
歳
以
上

の
小
児
で
、
緊
急
性
の
な
い
自
己

都
合
な
ど
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、

時
間
外
診
察
料
金
3
3
0
0
円
の

負
担
あ
り
問
公
立
豊
岡
病
院
救
急

受
付
☎
22
－
6
1
1
1

月日 担当医師・
住所

４
月

５
日

太
おお

田
た

秀
ひで

明
あき

（但東町久畑）
19
日

吉
よし

田
だ

真
しん

策
さく

（養父市八鹿町）
26
日

赤
あか

松
まつ

　亮
りょう

（九日市下町）
※診療時間は、午前９
時〜午後５時

 ４月の納税
・固定資産税　第１期

�納期限　４月30日（木）
　納税は便利な口座振替を利
用してください。
問  税務課収税係☎23-1118ま

たは各振興局市民福祉課

2020年度　市税等の納期ごよみ
� 納期月税等の区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
市県民税（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 １期 ２期 ３期 ４期
自動車税（県税）

軽自動車税（市税） 全期

国民健康保険税（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期
納期限 ４/30㊍ ６/１㊊ ６/30㊋ ７/31㊎ ８/31㊊ ９/30㊌ 11/２㊊ 11/30㊊ 12/25㊎ ２/１㊊ ３/１㊊ ３/31㊌

※納期限までに取扱金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
※納期限を過ぎると、税額などによっては延滞金が加算される場合がありますので注意してください。
問税務課☎ 23-1118
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